
継続し易さの向上 利便性の向上

年齢引き上げの向上 限度口数の
向上

（
一
例
）

本ページは2017年12月1日からの制度改正ポイントです。

詳細は「キャンペーン」時にお配りする封筒をご覧ください。

～今年ご退職をされる皆さまへ～～今年ご退職をされる皆さまへ～
ご退職後も引き続きご利用が可能です。
　　　　　　　　　　　　　　（一定の条件あり）
これからもご家族を含めたセカンドライフでも
電通共済生協グループをお役立てください。

生協組合員本人の契約がなくても

＊制度改正については 2017 年 2 月 20 日現在、総代会議決を経て厚生労働省に認可申請中です。

66 ～ 70歳の方（月々）

詳しくはここをクリック！

詳しくはここをクリック！ 詳しくはここをクリック！
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https://www.dentsu-kyosai.or.jp/retire/index.html


は改正箇所

以上 以下 現職者 退職者 以上 以下 現職者 退職者

35 35
36 45 36 45
46 55 46 55
56 60 56 60
61 65 61 65 20
66 70 20 66 70 5
71 75 10 71 75
76 80 76 79
81 84
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現　行改　正

加入対象者
年　齢 口数上限（口）年　齢 口数上限（口）

配偶者

30
5

30 30
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●契約限度口数の改正

契約限度口数ならびに新規加入・増口の扱い
　 ①65歳まで：30口、66～ 70歳：20口、71～ 75歳：10口、76歳～ 84歳：5口に拡大
　 ②現職・退職・配偶者の契約限度口数を同口とします。
　 ③年齢による新規契約および増口については、現行制度を継続します。

（単位：円）

は改正箇所●改正掛金（年払・半年払・月払）

年払 半年払 月払 年払 半年払 月払
35歳以下 1,800 900 155 1,800 900 155
36～45歳 2,100 1,050 180 2,100 1,050 180
46～55歳 2,900 1,450 250 3,100 1,550 260
56～60歳 4,500 2,250 380 4,500 2,250 380
61～65歳 6,400 3,200 550 6,900 3,450 580
66～70歳 11,700 5,850 1,010 16,200 8,100 1,355
71～75歳 20,500 10,250 1,770 26,700 13,350 2,230
76～80歳 40,300 20,150 3,490 41,700 20,850 3,480
81～84歳 73,500 36,750 6,370

現　行改　正

＊退職組合員に半年払はありません。

年齢による掛金の一部改正

生命共済<ささえ愛>掛金・契約限度口数改正表生命共済<ささえ愛>掛金・契約限度口数改正表
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